
資本関係又は人的関係のある会社の 

同一入札への参加制限について 
 

１ 親会社、子会社の定義 

会社法第２条第３号及び第４号に規定する親会社・子会社をいいます。 

 

（会社法） 

第２条第３号（子会社の定義） 

会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経

営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。 

第２条第４号（親会社の定義） 

株主会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人と

して法務省令で定めるものをいう。 

 

 

【ケース１】 

 Ａ 社  

        ・Ｂ社の議決権の過半数 

       ・Ｂ社の取締役会等の構成員における自己役員数の割合が過半数 

 Ｂ 社  

 

 

 

 

・Ａ社は、Ｂ社の「親会社」 

・Ｂ社は、Ａ社の「子会社」 

 

【ケース２】 

                Ａ 社  

 

 

 

 Ｂ 社  

 

 

 

 Ｃ 社  

 

 

 親会社 子会社 

Ａ 社 － Ｂ 社 

Ｂ 社 Ａ 社 － 

 親会社 子会社 

Ａ 社 － Ｂ社、Ｃ社 

Ｂ 社 Ａ 社 － 

Ｃ 社 Ａ 社 － 

Ｂ社の議決権の過半数 

Ｃ社の議決権の２割 

Ｂ社は、Ａ社の「子会社」であり、親会

社であるＡ社及び子会社であるＢ社が、

Ｃ社の議決権の過半数を有する。 

Ｃ社の議決権の４割 



【ケース３】 

 Ａ 社  

         

        

 Ｂ 社  

         

        

 Ｃ 社  

 

 

 

 

 

２ 役員の定義 

 

① 会社の代表権を有する取締役（代表取締役） 

② 取締役（社外取締役及び委員会設置会社の取締役を除く。） 

③ 会社更生法第６７条第１項又は民事再生法第６４条第２項の規定により 

選任された管財人 

④ 委員会設置会社における執行役又は代表執行役 

    

 

【参考】 

同一入札への参加が制限される場合（イメージ図） 

          

          Ａ 社            Ｄ 社  

 

  

 

 

  Ｂ 社             Ｃ 社  

 

資本関係のつながりあり 

役員の兼任あり 

       同一入札への参加が制限される関係 

 

※①、②について、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続き中の会社である

場合は除く 

※③について、会社の一方が更生会社又は再生手続き中の会社である場合は除く。 

 

 親会社 子会社 

Ａ 社 － Ｂ社、Ｃ社 

Ｂ 社 Ａ 社 Ｃ 社 

Ｃ 社 Ａ社、Ｂ社 － 

制限基準 

① 親会社と子会社の二者 

② 親会社を同じくする子会社

同士 

③ 役員の兼任 等 

Ｂ社の議決権の過半数 

Ｃ社の議決権の過半数 

Ｂ社は、Ａ社の「子会社」であり、子会

社であるＢ社がＣ社の議決権の過半数を

有する。 

① 親子関係 

② 親会社が同じ子会社 

③ 役員の兼任 

× 

 

× 

 

× 

× 

 

× 

 


